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別表第１（第８条の２関係） 

原動機付交通用具を使用する職員 

自転車等の片道の使用距離 通勤手当の額 

４キロメートル未満 2,300 円

４キロメートル以上   ６キロメートル未満 3,800 円

６キロメートル以上   ８キロメートル未満 5,000 円

８キロメートル以上   10 キロメートル未満 6,100 円

10 キロメートル以上   12 キロメートル未満 7,300 円

12 キロメートル以上   14 キロメートル未満 8,500 円

14 キロメートル以上   16 キロメートル未満 9,700 円

16 キロメートル以上   18 キロメートル未満 10,900 円

18 キロメートル以上   20 キロメートル未満 12,100 円

20 キロメートル以上   22 キロメートル未満 13,300 円

22 キロメートル以上   24 キロメートル未満 14,500 円

24 キロメートル以上   26 キロメートル未満 15,700 円

26 キロメートル以上   28 キロメートル未満 17,000 円

28 キロメートル以上   30 キロメートル未満 18,200 円

30 キロメートル以上   32 キロメートル未満 19,400 円

32 キロメートル以上   34 キロメートル未満 20,600 円

34 キロメートル以上   36 キロメートル未満 21,800 円

36 キロメートル以上   38 キロメートル未満 23,000 円

38 キロメートル以上   40 キロメートル未満 24,200 円

40 キロメートル以上   42 キロメートル未満 25,400 円

42 キロメートル以上   44 キロメートル未満 26,600 円

44 キロメートル以上   46 キロメートル未満 27,800 円

46 キロメートル以上   48 キロメートル未満 29,000 円

48 キロメートル以上   50 キロメートル未満 30,200 円

50 キロメートル以上   52 キロメートル未満 31,400 円

52 キロメートル以上   54 キロメートル未満 32,600 円

54 キロメートル以上   56 キロメートル未満 33,800 円

56 キロメートル以上   58 キロメートル未満 35,100 円

58 キロメートル以上   60 キロメートル未満 36,300 円

60 キロメートル以上 38,400 円
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